
令和８年度におけるスポーツ団体等に対する補助（案）について 

 

スポーツ基本法第35条の規定に基づき、次の補助金の交付についてご意見を伺います。 

 

１ スポーツによる地域活性化推進事業費補助            8,090千円 

 スポーツを通じて「あつまる」「つながる」機会を創出し、地域活性化や共生社会 

の実現等の社会課題の解決に寄与するため、スポーツによる地域活性化に連携して

取り組む企業やスポーツ団体、市町村等に対して補助する。 

 

２ 地域におけるデフ・パラスポーツ大会振興事業費補助       1,750千円 

障がい者のスポーツ体験機会の増加とパラスポーツの振興を目指すため、パラス

ポーツ団体等が開催する大会で、併せてパラスポーツ教室や体験会を実施する場合、

大会開催経費等の一部を補助する。 

 

 

 

 

 

（参考）参照条文 

○ スポーツ基本法（抜粋） 

（審議会等への諮問等） 

第三十五条 国又は地方公共団体が第三十三条第三項又は前条の規定により社会

教育関係団体（社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）第十条に規定する社

会教育関係団体をいう。）であるスポーツ団体に対し補助金を交付しようとする

場合には、あらかじめ、国にあっては文部科学大臣が第九条第二項の政令で定め

る審議会等の、地方公共団体にあっては教育委員会（特定地方公共団体における

スポーツに関する事務（学校における体育に関する事務を除く。）に係る補助金

の交付については、その長）がスポーツ推進審議会等その他の合議制の機関の意

見を聴かなければならない。この意見を聴いた場合においては、同法第十三条の

規定による意見を聴くことを要しない。 

 

○ 社会教育法（抜粋） 

（社会教育関係団体の定義） 

第十条 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の

支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするも

のをいう。 

資料４ 


